
子
育
て
情
報
誌「
ち
ゃ
い
る
ど
保
存
版

２
０
１
５
」を
配
布
し
て
い
ま
す

内
配
布
場
所
＝
こ
ど
も
家

庭
課
、
本
庁
の
各
支
所
、

各
総
合
支
所
市
民
生
活
課
、

各
児
童
館
、
ふ
く
ふ
く
こ
ど
も
館
、
市

内
の
各
幼
稚
園
・
保
育
園
・
認
定
こ
ど

も
園
な
ど　

※
各
戸
配
布
は
行
い
ま
せ

ん　

※
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
予
定

問
こ
ど
も
家
庭
課（
☎
231－

１
３
５
３
）

病
児
保
育

　

子
ど
も
が
病
気
の
時
に
、

保
護
者
が
仕
事
な
ど
の
理

由
で
、
家
庭
で
保
育
で
き

な
い
場
合
、
一
時
的
に
預
か
り
ま
す
。

※
連
続
の
利
用
は
原
則
７
日
以
内

対
０
歳
〜
小
学
６
年
生
ま
で
の
病
気
の

子
ど
も
　
日
月
曜
日
〜
金
曜
日
＝
午
前

８
時
〜
午
後
６
時
、
土
曜
日
＝
午
前
８

時
〜
午
後
２
時　

※
日
曜
日
、
祝
日
、

お
盆
、
年
末
年
始
は
休
み
　
所
す
こ
や

か
ル
ー
ム（
う
め
だ
小
児
科
／
☎
245－

５

６
９
１
）、
わ
か
ば
病
児
保
育
所（
昭
和

病
院
／
☎
233－

０
５
４
８
）、
お
ひ
さ
ま

キ
ッ
ズ
ハ
ウ
ス（
青
葉
こ
ど
も
ク
リ
ニ
ッ

ク
／
☎
256－

２
８
６
５
）、
病
児
保
育
室

こ
こ
い
え（
か
ね
は
ら
小
児
科
／
☎
250－

９
８
７
６
）　
料（
１
日
）▽
市
民
税
課
税

世
帯
…
２
０
０
０
円　

▽
市
民
税
非
課

税
世
帯
・
生
活
保
護
世
帯
…
１
０
０
０

円
　
申
事
前
に
登
録
申
請
書
の
提
出
を
。

※
利
用
の
時
は
、病
児
保
育
指
示
書（
病

院
で
の
診
察
の
際
に
も
ら
っ
て
く
だ
さ

い
）が
必
要

問
こ
ど
も
家
庭
課（
☎
231－

１
３
５
３
）

障
害
児
福
祉
手
当
・
特
別
障
害
者
手
当
、

特
別
児
童
扶
養
手
当
の
申
請
を

●
障
害
児
福
祉
手
当
・
特
別
障
害
者
手
当

対
政
令
で
定
め
る
程
度
の
障
害（
身
体
や

精
神
に
重
度
・
最
重
度
）の
状
態
に
あ
る
方

●
特
別
児
童
扶
養
手
当

対
20
歳
未
満
の
政
令
で
定
め
る
程
度
の

障
害（
身
体
や
精
神
に
中
度
以
上
）の
状

態
に
あ
る
児
童
を
養
育
し
て
い
る
方

共
申
障
害
者
支
援
課
、
各
総
合
支
所
市

民
生
活
課
へ
。
※
所
得
制
限
あ
り

問
障
害
者
支
援
課（
☎
231－

１
９
１
７
）

各
総
合
支
所
市
民
生
活
課

　

▽
菊
川（
☎
287－

４
０
０
３
）

　

▽
豊
田（
☎
766－

２
１
８
０
）

　

▽
豊
浦（
☎
772－

４
０
２
３
）

　

▽
豊
北（
☎
782－

１
９
２
２
）

国
民
健
康
保
険
の
加
入
・
脱
退
の

届
け
出
は
14
日
以
内
に

●
国
保
に
加
入
す
る
の
は
ど
ん
な
と
き
？

▽
他
の
市
町
村
か
ら
下
関
市
に
転
入
し

た
と
き　

▽
会
社
の
健
康
保
険
を
や
め

た
と
き
か
扶
養
を
は
ず
れ
た
と
き　

▽

国
保
加
入
者
に
子
ど
も
が
生
ま
れ
た
と

き　

※
届
け
出
が
遅
れ
る
と
医
療
費
が

全
額
自
己
負
担
と
な
り
、
保
険
料
を
さ

か
の
ぼ
っ
て
納
め
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん

●
国
保
を
脱
退
す
る
の
は
ど
ん
な
と
き
？

▽
下
関
市
か
ら
他
の
市
町

村
に
転
出
し
た
と
き　

▽

会
社
の
健
康
保
険
に
加
入

し
た
と
き
か
、
扶
養
に
な
っ
た
と
き　

▽
国
保
加
入
者
が
死
亡
し
た
と
き　

※

届
け
出
が
遅
れ
る
と
、
脱
退
の
手
続
き

を
行
う
ま
で
保
険
料
の
請
求
が
続
き
ま

す
。
そ
の
ま
ま
国
保
の
保
険
証
で
病
院

に
か
か
る
と
、
国
保
が
負
担
し
た
医
療

保
険
・
年
金

費
を
返
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま

す　

※
75
歳
到
達
に
よ
り
国
保
か
ら
後

期
高
齢
者
医
療
に
移
行
す
る
方
は
、
国

保
脱
退
手
続
き
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん

申
保
険
年
金
課（
市
役
所
本
庁
舎
新
館
１

階
）、
各
総
合
支
所
市
民
生
活
課
、
各
支

所
へ
。

問
保
険
年
金
課 （
☎
231－

１
９
３
０
）、
各

総
合
支
所
市
民
生
活
課

介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
を

希
望
す
る
方
は
認
定
申
請
を

対
市
内
に
住
所
が
あ
る
、

昭
和
25
年
12
月
１
日
以
前

に
生
ま
れ
た
方
で
、
日
常

生
活
に
介
護
が
必
要
な
た
め
介
護
保
険

の
サ
ー
ビ
ス
を
希
望
す
る
方
　
持
介
護

保
険
被
保
険
者
証
　
申
介
護
保
険
課（
市

役
所
本
庁
舎
新
館
２
階
）、
各
総
合
支
所

市
民
生
活
課
、
本
庁
の
各
支
所
へ
。

問
介
護
保
険
課（
☎
231－

３
１
８
４
）、
各

総
合
支
所
市
民
生
活
課　
▽
菊
川（
☎
287－

４
０
０
６
）　
▽
豊
田（
☎
766－

２
６
８
７
）

▽
豊
浦（
☎
772－

４
０
２
１
）　

▽
豊
北（
☎

782－

１
９
２
４
）

国
民
健
康
保
険
料
は

便
利
な
口
座
振
替
で

　

保
険
料
の
納
付
は
、
便
利
で
確
実
に

納
め
ら
れ
る
口
座
振
替
が
お
勧
め
で
す
。

持
保
険
証
か
保
険
料
納
入
通
知
書
、
預

貯
金
通
帳
、
通
帳
印
　
申
市
内
に
本
・

支
店
が
あ
る
金
融
機
関
か
郵
便
局
へ
。

問
保
険
年
金
課（
☎
231－

１
６
８
９
）、
各

総
合
支
所
市
民
生
活
課

国
民
健
康
保
険
の
出
産
育
児
一
時
金

直
接
支
払
制
度
を
ご
存
じ
で
す
か

　

国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
が
出
産

し
た
と
き
、
出
産
育
児
一
時
金
が
世
帯

主
に
支
給
さ
れ
ま
す
。
出
産
費
用
に
代

え
て
医
療
機
関
へ
直
接
支
払
う
こ
と
も

で
き
ま
す
。

内
上
限
42
万
円　

※
出
産
費
用
が
42
万

円
未
満
の
場
合
、
申
請
に
よ
り
差
額
を

支
給　

※
産
科
医
療
補
償
制
度
に
加
入

し
な
い
医
療
機
関
で
出
産
し
た
場
合
、

１
万
６
０
０
０
円
を
減
算　

※
出
産
日

翌
日
か
ら
２
年
を
経
過
し
た
場
合
は
、

支
給
不
可

問
保
険
年
金
課（
☎
231－

１
６
６
８
）、
各

総
合
支
所
市
民
生
活
課

社
会
保
険
料（
国
民
年
金
保
険
料
）

控
除
証
明
書
に
つ
い
て

　

国
民
年
金
保
険
料
は
、
社
会
保
険
料

控
除
の
対
象
で
す
。
そ
の
年
の
１
月
１

日
〜
12
月
31
日
に
納
付
し
た
全
て
の
保

険
料
が
対
象
で
す
。
保
険
料
の
納
付
者

に
は
、
11
月
上
旬
に
日
本
年
金
機
構
か

ら
、「
社
会
保
険
料（
国
民
年
金
保
険
料
）

控
除
証
明
書
」が
送
付
さ
れ
ま
す
。
年
末

調
整
や
確
定
申
告
の
際
は
、
こ
の
証
明

書
か
領
収
証
書
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

※
10
月
１
日
〜
12
月
31
日
に
今
年
は
じ

め
て
保
険
料
を
納
付
し
た
方
に
は
来
年

２
月
上
旬
に
送
付　

※
家
族
の
保
険
料

を
納
付
し
た
場
合
も
、
社
会
保
険
料
控

除
に
加
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
家
族

宛
て
に
送
ら
れ
た
控
除
証
明
書
を
添
付

「ファミリーサポートセンター」の
講習会を一般開放します
　ファミリーサポートセン
ターは、育児の援助を受け
たい人と行いたい人が会員
になり、「子育てのサポート」
をする有償のボランティア制度です。
　提供会員向けの講習会を開放しま
すので関心・興味のある方は参加し
てください。
①「今どきの子育て事情」「こどもの
病気と予防接種の最新情報」
日11月10日（火）午前10時～午後０
時30分　所勝山公民館　定20人
②「普通救命講習」
日11月19日（木）午前９時30分～午
後０時30分　所中央消防署　定20人
③「なぜいじめは起きるの？」
日12月４日（金）午前10時30分～正
午　所勝山公民館　定20人
申問下関市ファミリーサポートセン
ター（☎233-7632）

平成27年11月号 16

イ
ベ
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し
て
申
告
を　

※
問
い
合
わ
せ
は
、
11

月
２
日
〜
翌
年
３
月
15
日
ま
で
、
専
用

ダ
イ
ヤ
ル（
☎
０
５
７
０－

058－

555
）へ

問
保
険
年
金
課（
☎
231－

１
９
３
１
）、
下

関
年
金
事
務
所（
☎
238－

０
０
７
１
）

歯
の
無
料
健
康
診
断
を

　

市
内
の
歯
科
医
師
会
加
入
の
医
院
で

無
料
健
康
診
断
を
行
い
ま
す
。
※
詳
細

は
歯
科
医
院
に
問
い
合
わ
せ
を

対
国
民
健
康
保
険
加
入
者
　
期
11
月
16

日
〜
21
日
　
持
国
民
健
康
保
険
証

問
保
険
年
金
課（
☎
231－

１
６
６
８
）、
各

総
合
支
所
市
民
生
活
課

弁
護
士
無
料
法
律
相
談

●
豊
北
総
合
支
所
＝
日
11
月
20
日（
金
）

午
後
１
時
〜
４
時
　
定
６
人（
先
着
順
）

相
　
談

申
11
月
１
日
〜
20
日
に
、
電
話
で
豊
北

総
合
支
所（
☎
782－

１
９
１
７
）へ
。

●
市
民
相
談
所
＝
日
毎
週
月
・
木
曜
日

※
祝
日
休
み
　
定
12
人（
相
談
日
の
１
週

間
前
か
ら
直
接
か
電
話
で
予
約
を
）※
職

員
に
よ
る
一
般
相
談
は
平
日（
午
前
８
時

30
分
〜
午
後
４
時
30
分
）に
実
施

問
市
民
相
談
所（
☎
231－

３
７
３
０
）

ハ
ト
マ
ー
ク
空
き
家
無
料
相
談
会

　

山
口
県
宅
建
協
会
に
よ
る
空
き
家
の

利
活
用
や
相
続
な
ど
に
関
す
る
無
料
相

談
会
を
行
い
ま
す
。
事
前
の
申
し
込
み

は
不
要
で
す
が
、
で
き
る
限
り
空
き
家

の
資
料
を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

対
空
き
家
所
有
者
な
ど　

日
11
月
23
日（
月
）午
後
１

時
30
分
〜
４
時
30
分
　
所

シ
ー
モ
ー
ル
ホ
ー
ル（
竹
崎
町
四
丁
目
）

内
▽
税
理
士
に
よ
る
空
き
家
と
相
続
の

対
策
セ
ミ
ナ
ー（
午
後
１
時
30
分
〜
）　

▽
宅
地
建
物
取
引
士
、
司
法
書
士
、
土

地
家
屋
調
査
士
、
税
理
士
、
リ
フ
ォ
ー

ム
事
業
者
に
よ
る
個
別
相
談
会（
午
後
２

時
30
分
〜
）

問
ま
ち
な
み
住
環
境
整
備
課

 

（
☎
231－

１
９
４
１
）

婦
人
相
談
員
に
ご
相
談
く
だ
さ
い

　

配
偶
者
か
ら
の
暴
力（
Ｄ
Ｖ
）や
デ
ー

ト
Ｄ
Ｖ
な
ど
女
性
に
関
わ
る
問
題
に
つ

い
て
婦
人
相
談
員
が
面
接（
要
予
約
）、

電
話
で
相
談
に
応
じ
ま
す
。

日
毎
週
月
曜
日
〜
金
曜
日
の
午
前
９
時
〜

午
後
４
時
　
所
市
民
相
談
所（
市
役
所
本

庁
舎
新
館
５
階
）

▽
相
談
電
話
＝
☎
231－

１
１
５
６

問
福
祉
政
策
課（
☎
231－

１
４
１
８
）

全
国
一
斉　

女
性
の
人
権

ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
強
化
週
間

　

配
偶
者
か
ら
の
暴
力
な
ど
、
女
性
を

め
ぐ
る
人
権
問
題
に
つ
い
て
、
法
務
局

職
員
や
人
権
擁
護
委
員
が
電
話
で
相
談

を
受
け
ま
す
。

期
11
月
16
日
〜
22
日　

午
前
８
時
30
分
〜

午
後
７
時　

※
土
・
日
曜
日
は
午
前
10

時
〜
午
後
５
時

▽
専
用
電
話
番
号
＝
☎
０
５
７
０－

070－

810

問
人
権
・
男
女
共
同
参
画
課

 

（
☎
222－

０
８
２
７
）

行
政
書
士
に
よ
る
無
料
相
談
会

日
11
月
７
日（
土
）午
前
９
時
30
分
〜
午

後
３
時
30
分
　
所
勝
山
公
民
館
　
内
相

続
、
遺
言
、
法
人
設
立
、
許
認
可
、
成

年
後
見
に
関
す
る
こ
と
な
ど　

※
予
約

不
要　

▽
相
談
先
＝
山
口
県
行
政
書
士

会
下
関
支
部
事
務
局（
☎
282－

０
１
６
０
）

問
生
涯
学
習
課（
☎
231－

２
０
５
４
）

11
月
の
臨
時
休
場
日

●
唐
戸
市
場
＝
休
場
日
は
あ
り
ま
せ
ん

問
市
場
流
通
課（
☎
231－

１
４
４
０
）

●
新
下
関
市
場
＝
日
11
月
11
・
18
日　

※
日
曜
日
、
祝
日
も
休
場

問
青
果
市
場
室（
☎
256－

０
２
７
７
）

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
公
売

▽
申
込
期
間
＝
11
月
５
日 

午
後
１
時
〜

19
日 

午
後
11
時　
▽
せ
り
売
り
期
間（
動

産
等
）＝
11
月
27
日 

午
後
１
時
〜
29
日 

午
後
11
時　

▽
入
札
期
間（
不
動
産
）＝

11
月
27
日  
午
後
１
時
〜
12
月
４
日  

午

後
１
時　

※
内
容
の
変
更
や
公
売
中
止

お
知
ら
せ

の
場
合
あ
り　

※
公
売
財
産
、
申
し
込

み
の
詳
細
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
かYahoo! 

Japan

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
確
認
を

問
納
税
課（
☎
231－

１
１
７
０
）

戦
没
者
等
の
遺
族
に
支
給
さ
れ
る
特
別

弔
慰
金
の
請
求
は
お
済
み
で
す
か
？

　

戦
没
者
等
の
遺
族
に
対
す
る
特
別
弔

慰
金（
第
十
回
特
別
弔
慰
金
）が
支
給
さ

れ
ま
す
。
対
象
者
や
申
請
方
法
な
ど
の

詳
細
は
、
市
報
７
月
号
４
㌻
で
確
認
し

て
く
だ
さ
い
。

内
支
給
内
容
＝
額
面
25
万
円
、
５
年
償

還
の
記
名
国
債
　
申
11
月
１
日
〜
平
成

30
年
４
月
２
日
は
、
福
祉
政
策
課（
市
役

所
本
庁
舎
新
館
６
階
）と
各
総
合
支
所
市

民
生
活
課
で
受
け
付
け
。

問
福
祉
政
策
課（
☎
231－

１
４
１
８
）、
各

総
合
支
所
市
民
生
活
課　
▽
菊
川（
☎
287－

４
０
０
６
）　
▽
豊
田（
☎
766－

２
９
４
７
）　

▽
豊
浦（
☎
772－

４
０
２
０
）　
▽
豊
北（
☎

782－

１
９
２
３
）

中
小
企
業
年
末
特
別
融
資

対
市
内
の
中
小
企
業
者・

組
合
　
内
▽
融
資
限
度

額
＝
１
企
業
800
万
円
、

１
組
合
４
８
０
０
万
円　

▽
融
資
利
率

＝
１
・
８
％　

▽
取
扱
金
融
機
関
＝
山

口
銀
行
、
西
京
銀
行
、
西
中
国
信
用
金

庫
、
商
工
組
合
中
央
金
庫
　
持
納
税
証

明
書（
平
成
26
年
度
市
・
県
民
税
か
直
近

の
法
人
市
民
税
）　
申
11
月
４
日
〜
12
月

30
日
に
、
各
金
融
機
関
へ
。

問
産
業
振
興
課（
☎
231－

１
２
２
０
）

11  月の総合相談　　 （心配ごと）
日下表の通り

▽社会福祉協議会＝午前10時～午後３時

▽社協各支所＝午前10時～正午　※社協豊田
支所の年金相談は午後４時まで　※豊浦総合
支所の行政相談は午前９時30分～11時30分
問①社会福祉協議会（☎232-2003）
　②社協菊川支所（☎287-4480）
　③社協豊田支所（☎766-3356）
　④社協豊浦支所（☎774-1122）
　⑤社協豊北支所（☎782-1799）
日 場所／相談員 問

４ 社会福祉センター／民・人

①

５ 彦島公民館／民・人・行

12
長府東公民館／民・人・行

川中公民館／民・人・行

18 社会福祉センター／民・人・行・社

19 安岡公民館／民・人

26
小月公民館／民・人

勝山公民館／民・人・行

10 菊川町総合福祉会館／人・司・行 ②
27 社協豊田支所／人※・行・年 ③
10 豊浦総合支所／行

④
17 川棚公民館／人

20 豊北保健福祉センター／民・人・行 ⑤
民…民生児童委員 人…人権擁護委員
行…行政相談委員 　　※法務局職員も来所
司…司法書士 社…社会保険労務士
年…年金事務所

対…対象　日…日時　期…期間　所…場所　内…内容　師…講師　定…定員
料…参加費など　持…持参する物　申…申込方法　共…共通事項　問…問合先マークの見方平成27年11月号17
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